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第 14 回新株予約権（第三者割当て）の発行条件の確定に関するお知らせ 

 
 平成 19 年 3 月 9 日開催の当社取締役会において決議いたしました第 14 回新株予約権（第三者

割当て）の発行に関し、基準株価および割当株式数等が確定いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 
なお、発行要項については平成 19 年 3 月 13 日開示の「（追加・訂正）第 14 回新株予約権（第三

者割当て）発行に関するお知らせ」をご参照ください。開示資料は当社ホームページにも掲載して

おります。 
 

記 

１．新株予約権の数 300 個  
２．基準株価 119 円〔2007年 3月 12日からの 5連続取引日の売買高

加重平均価格の単純平均値（円未満切り上げ）〕

３．新株予約権 1 個あたり 
の割当株式数 

84,000 株〔1000 万円を基準株価で除した数（10 の位を四

捨五入）〕 
４．割当株式総数 25,200,000 株  
５．当初行使価額 125 円〔基準株価の 105％（円未満切り上げ）〕 
６．下限行使価額 60 円〔基準株価の 50％（円未満切り上げ）〕 
７．上限行使価額 357 円〔基準株価の 300％〕 
８．修正行使価額 
 
 

※本新株予約権の発行後、行使価額は、毎週の最終取引日を最終

日とする 3 連続取引日の売買高加重平均価格の単純平均値の

90％（円未満切り上げ）に相当する金額に修正される。 

 ※下線部分が今回確定した箇所であります。 
 
＜ご参考＞ 
新株予約権発行による手取概算額並びに新株予約権が権利行使された場合の調達資金の合計は

当初行使価額で計算すると約31億 40百万円(予定)、ただし、修正行使価額により約15億 2百万

円から約89億 86百万円のレンジにて変動の可能性があります。 

 
以 上  


